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第１章 保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定にあたって 

  

１ 背景 

  我が国は、生活水準の向上や医学の進歩などにより、平均寿命が急速に伸

びて、世界有数の長寿国になっている。しかし、その一方では、生活習慣病

の発症やその重症化により要介護状態となる人が増加している。 

  国においては、社会全体で個人の健康づくりを推進していくため、平成 12

年に「健康日本２１」を制定し、平成 15年には健康づくりの環境を整備する

ための法律として、「健康増進法」が施行されました。 

そして、平成 24年に健康づくりに関する新たな基本方針が示され、平成 25

年から令和 4年度までを期間とする「健康日本２１（第２次）」として、健康

寿命の延伸を主な目標とした、健康格差の縮小や生活習慣病の発症予防・重

症化予防などの施策が進められている。 

  さらに、「日本再興戦略」（平成 25年 6月 14日閣議決定）においても、

「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入

者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公

表、事業実施、評価等の取組みを求めるととともに、市町村国保が同様の取

組みを行うことを推進する。」とされた。 

  これまでも、レセプト等や統計資料等を活用することにより、「特定健診等

実施計画」の策定や見直し、その他の保健事業を実施してきたところである

が、今後はさらなる被保険者の健康保持増進に努めるため、保有しているデ

ータを活用しながら、ポピュレーションアプローチから重症化予防まで網羅

的に保健事業を進めていくことが求められている。 

  おおい町では、こうした背景を踏まえ、厚生労働大臣が定める国民健康保

険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正（平成 26年厚生労働

省告示第 140号。以下、「保健事業実施指針」という。）に基づき、健康・医

療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の

実施を図るため、第２期おおい町国民健康保険事業実施計画（データヘルス

計画）を策定し、被保険者の健康増進、生活習慣病の発病や重症化予防等の

保健事業の実施及び評価を行うものとする。 
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２ 計画の位置づけ 

  データヘルス計画とは、健康医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿っ

た効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画であ

る。 

  策定に当たっては、「特定健康診査等実施計画」や「おおい町ヘルスプラン

（健康増進計画）」との整合性を図っていくものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

  本計画は、令和２年度から令和５年度までの４ヵ年を計画期間とする。 

  なお、計画期間内には、特定健康診査等実施計画及びおおい町ヘルスプラ

ンの終期到来による見直しが行われるため、これらの計画との整合を含め、

本計画の追加や見直しなどを進め、効果的な保健事業の展開を目指すものと

する。 
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第２章 おおい町の現状と課題 

 

Ⅰ おおい町の特性 

 １ 人口構成 

おおい町の人口は、8,067人（令和元年 10月 1日現在）で、そのうち 65

歳以上人口が 2,519人、高齢化率は 31.36％と比較的高い。 

 

  おおい町 福井県 

人  口（R１.10） ※１ 8,067人 767,742人 

世帯数（R1.10） ※１ 3,259世帯 288,356人 

1世帯当たり人員   2.48人 2.66人 

65歳以上人口 ※１ 2,519人 231,500人 

高齢化率 ※１ 31.36％ 30.5% 

65歳以上の親族のいる世帯割合 ※２ 54.57％ 53.11% 

高齢単身世帯割合 ※２ 16.48％ 14.44% 

高齢夫婦世帯割合 ※２ 11.85％ 10.89% 

平均寿命（男） ※３ 81.2歳 81.3歳 

平均寿命（女） ※３ 87.5歳 87.6歳 

平均自立期間（男） ※３ 79.7歳 80.1歳 

平均自立期間（女） ※３ 83.0歳 83.9歳 

※１ 令和元年 10月現在 福井県統計情報課 福井県の推計人口 

※２ 平成 31年 4月現在 福井県長寿福祉課 高齢者福祉基礎調査 

※３ 令和元年度 国保データベースシステム（ＫＤＢ）  
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 ２ 死亡の状況 

標準化死亡比（※）が県より特に高い疾患は、男性は自殺、急性心筋梗

塞、女性は急性心筋梗塞、脳梗塞である。一方、標準化死亡比が県平均よ

り特に低い疾患は、男性で脳梗塞、女性で自殺と心不全であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※標準化死亡比は、基準死亡率（人口１０万対の死亡数）を対象地域に当てはめた場合に、 

計算により求められる期待される死亡数と実際に観察された死亡数とを比較するものであ

る。 我が国の平均を１００としており、標準化死亡比が１００以上の場合は我が国の平均

より死亡率が多いと判断され、１００以下の場合は死亡率が低いと判断される。 
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３ 国保被保険者の状況 

  おおい町の平成 31年 4月 1日現在の国民健康保険の被保険者数は 1,663

人で、65歳以上が５割を占めている。また、人口に占める国保加入者の割

合は 20.2％であるが、50歳代以降年齢が高いほど、人口に占める国保加入

者の割合が男女ともに高くなっている。 

  また、特定健診及び特定保健指導の対象となる 40歳以降の被保険者数

は、1,382人で、そのうち 60歳以上が約 8割を占めている。 

  

 

              資料：おおい町すこやか健康課 H31.4.1現在 
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Ⅱ 医療・健診情報の分析結果に基づく課題の把握 

 

 １ 国保医療費の状況 

   おおい町国保一人当たりの医療費は 411,630円で、県平均より高くなっ

ている。受診率が、1,048％（11位）と県平均より低いにも関わらず、医

療費が高いのは、100人当たりの入院患者数が 2.541人と県平均（2.320

人）より高いことや 1日当たり医療費が 19,229円（6位）と高いことなど

から、初期段階での病院への受診が遅れ、重症化が進んでいることが考え

られる。 

  平成 29年度 平成 30年度 福井県（Ｈ30） 

１人当たり医療費 410,309円 (4位) 411,630円 (6位) 397,553円 

100人当たり入院患者数 2.537人 (5位) 2.541人 (8位) 2.320人 

受  診  率 999% (13位) 1,048% (11位) 1,055％ 

１日当たり医療費 20,188円 (1位) 19,229円 (6位) 18,454円 

１件当たり日数 2.034日 (13位) 2.042日 (9位) 2.040日 

特定健診受診率 38.9％ 36.9％ 32.8％ 

特定保健指導終了率 31.6％ 33.9％ 34.1％ 

             資料：グラフで見る福井県の国保  

 

２ 国保の疾病構造 

   標準化医療費（※）を県全体及び同規模保険者と比較した場合、男性の

入院は同規模保険者より高く、外来は県・同規模保険者より低い。また、

女性では、入院は県・同規模保険者よりやや低くなっているが、外来が

県・同規模保険者より高い傾向にある。 

   また、県平均等と比較して医療費がかかっている主な疾患は、男性では

筋骨格系疾患及び脳梗塞による入院、女性では、がんが入院・外来ともに

高く、筋骨格系疾患の外来が高くなっている。 
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３ 特定健診と医療の受診状況 

  被保険者が良好な生活習慣を維持あるいは改善するためには、まず特定

健康診査を受診し自らの体の状態を把握することが有効である。しかし近

年、健診受診率は、伸び悩んでいるのが現状であり、令和元年度のおおい

町の特定健診の未受診者は、61.1％となっている。このうち、さらに医療

機関においても受診していない被保険者は全体の 19.0％となっており、こ

の中には自覚症状なく進行する生活習慣病などにより、重症化するリスク

のある被保険者がいると推測される。 

  このため、こうした医療と健診のどちらも受診していない層に対して、

重点的に特定健診の受診勧奨を行う必要がある。 

 

 

                           資料：国保連合会 

  



 

  

10 

 

４ 特定健診受診者の状況 

   特定健診の年齢別の受診率をみると、若い世代で受診率が低い傾向にあ

り、６５歳以上の受診率が高い傾向にある。 
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５ 特定健診の継続受診の状況 

   平成 29年度から令和元年度における本町の特定健診の継続受診状況につ

いてであるが、2年連続で受診している被保険者のうち 3年目も受診した

被保険者は 80％を占めている。また、令和元年度の受診者 530人のうち 3

年連続の受診者は 319人と 60％を占めており、高いリピーター率であると

いえる。一方で、2年連続で受診していない被保険者のうち 3年目に受診

した被保険者は僅か 17％となっている。また、令和元年度の未受診者 764

人のうち 3年連続で受診していない被保険者は 518人と 67.8％を占めてお

り、未受診者を受診へ誘導する困難さが浮き彫りとなっている。 
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Ⅲ これまでの取り組みと残された課題 

 

  課題１ 筋骨格系疾患の標準化医療費の比率が高い。 

 

   標準化医療費において、県平均に比べ筋骨格系の疾患の比率が男女とも

に高くなっている。こうした筋骨格系疾患の予防には、健康なうちに日常

的に適度な運動を心掛けることが重要である。 

   おおい町第３次ヘルスプランにおいても、「日頃から体を動かそう」を活

動目標の一つに掲げ、町全体で体を動かす取り組みを積極的に展開してい

るところであり、今後も、より多くの人が身体活動・運動に取り組むため

に、身近なことから身体活動や運動を始めることのできる取り組みの推進

や運動しやすい環境を整備することが必要である。 

 

 

  課題２ 特定健診対象者のうち 19.0％が医療も健診も受けていない。 

    

   医療も健診も受けていない被保険者の割合が 19.0％（約 240人）で、こ

の中には生活習慣病のリスクを持つ被保険者が潜んでいると考えられ、こ

うした層を増やさないことが重要となる。 

これまで、未受診者に対しては、通知の送付等による個別勧奨を行って

きたが、大きな効果が得られていない。また、2年連続で受診していない被

保険者のうち、3年目に受診する被保険者の割合は低く、未受診者を受診へ

促すことが困難であるといえる。 
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第３章  保健事業実施計画（データヘルス計画） 

 

１ 計画の目標 

  これまでの医療情報の分析から、本町では、男女ともに筋骨格系疾患の比

率が高いという特徴があり、日常的に体を動かすための取り組みが重要とな

る。より多くの住民が身体活動や運動に取り組むために、従来から実施して

いる健康教室に加え、町全体で運動に取り組むためのさまざまなアプローチ

を実施していく。 

 また、医療と特定健診の受診状況の分析から、医療なし健診なしの生活習

慣病リスクが推定される層に対しては、従来の受診勧奨に加え、こうした層

を増やさないよう国保新規加入者をターゲットとして受診意欲を喚起させる

取り組みを行う。また同時に、継続受診者に対しては、受診意欲を維持させ

る取り組みを行う。更に、健診結果により、医療の受診が必要と判断される

被保険者に対しては、可能な限り初期段階で医療受診につながる取り組みを

行う。 

 

 

目標１  町民が自分にできそうな健康づくりを実践する 

  ウオーキングなどの健康習慣に取り組む町民が増え、併せて筋骨格系に

よる疾患で重症化する被保険者が減る    

     

目標２  医療なし健診なし群の被保険者が減る 

目標２－１ 特定健診を新規受診する被保険者が増える 

目標２－２ 特定健診を継続して受診する被保険者を維持する 

目標２－３ 健診の結果、受診勧奨値を示した人について、確実に医療機関

の受診につなげる 
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実
践
す
る
町
民
が
増
え
る
。

【
体
力
づ
く
り
講
習
会
参
加
者
4
0
人
】

1
-
3
　
町
民
が
筋
力
ア
ッ
プ
に
関
心
を
持
ち
、
実
践
を
始

め
る
。

【
体
力
づ
く
り
講
習
会
参
加
者
3
0
人
】

1
-
3
　
町
民
が
筋
力
ア
ッ
プ
に
関
心
を
持
つ
。

【
体
力
づ
く
り
講
習
会
を
実
施
で
き
た
か
】

2
-
1

国
保

新
規

加
入

者
が

、
加

入
と

同
時

に
健

診
受

診
者

に
な

る
。

【
国

保
新

規
加

入
者

受
診

率
　
前

年
比

1
％

向
上

】

2
-
1

国
保

新
規

加
入

者
が

、
加

入
と

同
時

に
健

診
受

診
者

に
な

る
。

【
国

保
新

規
加

入
者

受
診

率
　
前

年
比

1
％

向
上

】

2
-
1

国
保

新
規

加
入

者
が

、
特

定
健

診
な

ど
の

情
報

を
知

り
、
受

診
す

る
。

【
国

保
新

規
加

入
者

受
診

率
　
前

年
比

1
％

向
上

】

2
-
1

国
保

新
規

加
入

者
が

、
特

定
健

診
な

ど
の

情
報

を
知

り
、
関

心
を

持
つ

。

【
情

報
を

提
供

で
き

た
か

】

2
-
2
　
健

診
受

診
者

が
、
継

続
受

診
し

よ
う
と

考
え

る

【
継

続
受

診
率

　
前

年
比

2
％

向
上

】

2
-
2
　
健

診
受

診
者

が
、
継

続
受

診
し

よ
う
と

考
え

る
。

【
継

続
受

診
率

　
前

年
比

2
％

向
上

】

2
-
2
　
健

診
受

診
者

が
、
来

年
も

受
診

し
よ

う
と

考
え

る
。

【
継

続
受

診
率

　
前

年
比

2
％

向
上

】

2
-
2
　
健

診
受

診
者

が
、
来

年
も

受
診

し
よ

う
と

考
え

る
。

【
来

年
度

の
受

診
を

呼
び

掛
け

る
こ

と
が

で
き

た
か

】

2
-
3
　
健

診
結

果
で

医
療

受
診

が
必

要
な

人
が

、
医

療
受

診
の

必
要

性
を

認
識

し
、
早

期
受

診
へ

つ
な

が
る

。

【
医

療
機

関
へ

の
受

診
率

　
前

年
比

2
％

向
上

】

2
-
3
　
健

診
結

果
で

医
療

受
診

が
必

要
な

人
が

、
医

療
受

診
の

必
要

性
を

認
識

し
、
早

期
受

診
へ

つ
な

が
る

。

【
医

療
機

関
へ

の
受

診
率

　
前

年
比

2
％

向
上

】

2
-
3
　
健

診
結

果
で

医
療

受
診

が
必

要
な

人
が

、
医

療
受

診
の

必
要

性
を

認
識

し
、
早

期
受

診
へ

つ
な

が
る

。

【
医

療
機

関
へ

の
受

診
率

　
前

年
比

2
％

向
上

】

2
-
3
　
健

診
結

果
で

医
療

受
診

が
必

要
な

人
が

、
医

療
受

診
の

必
要

性
を

認
識

し
、
早

期
受

診
へ

つ
な

が
る

。

【
医

療
機

関
へ

の
受

診
率

を
調

査
す

る
】
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 ３
 
各
年
度
の
介
入
策

 

 

 

４
年
目
（
令
和
５
年
度
）
の
介
入
策

３
年
目
（
令
和
４
年
度
）
の
介
入
策

２
年
目
（
令
和
３
年
度
）
の
介
入
策

１
年
目
（
令
和
２
年
度
）
の
介
入
策

1
-
1
-
1
　
継

続
1
-
1
-
1
　
健

康
プ

ロ
グ

ラ
ム

参
加

者
に

セ
ミ

ナ
ー

等
を

開
催

し
、

健
康

づ
く
り
を

実
践

し
て

も
ら

う
。

1
-
1
-
1
　
健

康
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
三

次
生

を
募

集
す

る
。
セ

ミ
ナ

ー
等

を
開

催
し

、
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
な

ど
の

健
康

づ
く
り
を

実
践

し
て

も
ら

う
。

1
-
1
-
1
　
健

康
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
二

次
生

を
募

集
す

る
。
セ

ミ
ナ

ー
等

を
開

催
し

、
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
な

ど
の

健
康

づ
く
り
を

実
践

し
て

も
ら

う
。

1
-
1
-
2
　
継

続
1
-
1
-
2
　
継

続
1
-
1
-
2
　
継

続
1
-
1
-
2
　
健

康
ロ

ー
ド
を

活
用

し
た

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

教
室

を
開

催
す

る
。

1
-
1
-
3
　
継

続
1
-
1
-
3
　
継

続
1
-
1
-
3
　
運

動
以

外
に

も
、
日

常
生

活
で

体
を

動
か

す
機

会
を

持
つ

よ
う
周

知
す

る
。

1
-
1
-
4
　
継

続
1
-
1
-
4
　
継

続
1
-
1
-
4
　
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
を

実
践

し
て

い
る

住
民

の
声

を
広

報
誌

等
で

紹
介

す
る

1
-
2
-
1
　
継

続
1
-
2
-
1
　
継

続
1
-
2
-
1
　
継

続
1
-
2
-
1
  
 元

気
ア

ッ
プ

体
操

を
広

報
す

る
た

め
、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

の
動

画
掲

載
、
Ｃ

Ａ
Ｔ

Ｖ
で

定
期

的
に

放
送

す
る

1
-
2
-
2
　
継

続
1
-
2
-
2
　
継

続
1
-
2
-
2
　
町

民
が

集
ま

る
機

会
を

利
用

し
て

、
体

操
の

講
習

会
を

開
催

す
る

。

1
-
2
-
3
　
継

続
1
-
2
-
3
　
社

会
教

育
事

業
等

と
も

連
携

し
て

講
習

会
を

開
催

す
る

1
-
3
-
1
　
継

続
1
-
3
-
1
　
継

続
1
-
3
-
1
　
継

続
1
-
3
-
1
　
体

力
づ

く
り
講

習
会

を
開

催
し

、
家

で
も

で
き

る
筋

力
ア

ッ
プ

の
方

法
に

つ
い

て
講

習
す

る
。

1
-
3
-
2
　
継

続
1
-
3
-
2
　
継

続
1
-
3
-
2
　
町

内
2
カ

所
の

簡
易

ジ
ム

施
設

で
運

動
機

器
を

使
っ

た
講

習
会

を
開

催
す

る
。

1
-
3
-
3
　
健

康
づ

く
り
を

実
践

し
て

い
る

住
民

の
声

を
広

報
誌

等
で

紹
介

す
る

。
1
-
3
-
3
　
講

習
会

参
加

者
の

体
験

談
を

広
報

誌
等

で
紹

介
す

る

2
-
1
-
1
　
継

続
2
-
1
-
1
　
継

続
2
-
1
-
1
　
継

続
2
-
1
-
1

国
保

加
入

時
に

窓
口

で
、

健
診

の
案

内
チ

ラ
シ

を
配

布
す

る

2
-
1
-
2
　
継

続
2
-
1
-
2
　
継

続
2
-
1
-
2
　
国

保
加

入
者

に
個

別
健

診
の

受
診

券
を

送
付

す
る

。

2
-
2
-
1
　
継

続
2
-
2
-
1
　
継

続
2
-
2
-
1
　
継

続
2
-
2
-
1

集
団

健
診

受
診

者
の

帰
り
際

に
、

次
回

の
受

診
を

促
し

、
継

続
受

診
に

つ
な

げ
る

2
-
2
-
2
　
継

続
2
-
2
-
2
　
継

続
2
-
2
-
2

前
年

度
受

診
者

で
当

年
度

未
受

診
者

に
、

受
診

を
勧

奨
す

る
。

2
-
3
-
1
　
継

続
2
-
3
-
1
　
継

続
2
-
3
-
1
　
継

続
2
-
3
-
1

健
診

結
果

で
医

療
受

診
が

必
要

な
人

に
受

診
勧

奨
を

行
う
（
電

話
、
訪

問
又

は
郵

送
）

2
-
3
-
2
　
継

続
2
-
3
-
2
　
継

続
2
-
3
-
2
　
継

続
2
-
3
-
2
　
受

診
勧

奨
後

の
受

診
状

況
を

国
保

総
合

シ
ス

テ
ム

で
確

認
す

る
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４ 計画の見直し 

  評価については、中間アウトカム指標の達成状況を毎年評価します。 

  また、最終年度となる令和５年度に、計画に掲げた最終アウトカム指標の達成状況も見極めなが

ら計画の見直しを行います。 

 

５ 計画の公表・周知 

  策定した計画は、町のホームページに掲載します。 

 

６ 計画の推進 

  本計画については、年度ごとに短期的ＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら、取り組み成果や課

題・問題点などを整理し、次期計画につなげます。 

 

７ 個人情報の保護 

  町は、特定健診で得られる健康情報及びレセプト情報の取り扱いについては、個人情報保護に関

する法律及び、これに基づくガイドライン、並びにおおい町個人情報保護条例等をふまえた対応を

行います。 

  その際には、受診者の利益を最大限に保証するため、個人情報の保護に十分な配慮をしたうえで

効果的・効率的な保健事業を実施します。 


